
道路占用許可申請手続きの流れ ～足場編～

足場・仮囲い等を路上に設置するには、道路占用許可が必要になります。 
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西多摩建設事務所
〒198-0041 青梅市東青梅3-20-1
西多摩建設事務所 管理課 道路管理担当
TEL  ：0428-22-7219
MAIL ：S8000421@section.metro.tokyo.jp
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・青梅警察
・福生警察
・五日市警察

・青梅工区
・福生工区
・あきる野工区
・檜原工区
・奥多摩工区
・奥多摩出張所

道路占用料
市部：8,800円/㎡  町村部：2,210円/㎡
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植樹帯1/3L以下かつ1ｍ以下

残幅員 1.5ｍ以上
※西建0.75ｍ以上

L (有効幅員)

▼道路境界

4ｍ以上

植樹帯1/3L以下

▼道路境界

3ｍ以上

残幅員 1.5ｍ以上
※西建0.75ｍ以上

L (有効幅員)

1ｍ以下

1/8L以下
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▼道路境界

4.5ｍ以上

1ｍ以下

1/8L以下かつ1ｍ以下

▼道路境界

5m以上
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◇占用出幅の許可基準等

歩道

車道

車いすが通れる最低幅
0.75ｍは確保してくだ
さい

足場 足場

足場足場

朝顔

朝顔

書類 部数

① 道路占用許可申請書
(東京都様式・4枚つづり）

１部

② 占用場所の案内図 ３部

③ 占用物件の平面図 ３部

④ 占用物件の側面図 ３部

⑤ 占用物件の正面図 ３部

⑥ 現場写真 ３部

◎歩道上の植樹帯や電柱によって「有効幅員」が変わります。
◎許可基準に適合しているか確認できるよう現場の状況を明示してください。

◇必要書類
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